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税務訴訟資料 第２７２号（順号１３７９４） 

 

 東京高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求控訴事件 

 国側当事者・国（船橋税務署長） 

 令和４年１２月２２日棄却・確定 

 （第一審・東京地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、令和２年９月１日判決、本資料２７０

号－８４・順号１３４４４） 

 

    判    決 

 控訴人         株式会社Ｆ 

 同代表者代表取締役   甲 

 同訴訟代理人弁護士   清永 敬文 

 同           川西 拓人 

 被控訴人        国 

 同代表者法務大臣    齋藤 健 

 処分行政庁       船橋税務署長 

金澤 節男 

 同指定代理人      山口 友寛 

 同           今西 貴洋 

 同           松尾 直哉 

 同           小西 勉 

 同           吉川 幸伸 

 同           山本 風馬 

 

    主    文 

 １ 本件控訴を棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 控訴の趣旨 

  １ 原判決を次のとおり変更する。 

  ２ 処分行政庁が平成２５年１２月２４日付けで控訴人に対してした控訴人の平成２２年１２月

１日から平成２３年１１月３０日までの事業年度又は課税期間に係る次の処分を取り消す。 

  （１）法人税の更正処分のうち、所得金額２５８２万１１３７円、納付すべき税額６７４万５６

００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定のうち９９万２０００円を超える部分 

  （２）消費税及び地方消費税の更正処分（ただし、平成２７年６月１日付け裁決による一部取消

し後のもの）のうち、納付すべき消費税額マイナス（還付金の額に相当する税額）２８１７

万７８９５円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス（還付金の額に相当する税

額）７０４万４４７３円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、平成

２７年６月１日付け裁決による一部取消し後のもの）のうち２５１万３０００円を超える部
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分 

 第２ 事案の概要（略称は原判決の例による。） 

  １ 本件は、飲食店の経営等を目的とする会社である控訴人が、競売により一括取得した東京都

港区●●所在の本件土地、本件建物及び建物附属設備について、その落札金額を按分してそ

れぞれの取得価額を算出し、これを基に、法人税に係る減価償却費の額及び消費税の課税仕

入れに係る支払対価の額を計算して、控訴人の平成２２年１２月１日から平成２３年１１月

３０日までの本件事業年度に係る法人税の申告並びに平成２２年１２月１日から平成２３年

１１月３０日までの本件課税期間に係る消費税等の確定申告をしたところ、船橋税務署長

（処分行政庁）から、本件建物及び建物附属設備の取得価額の計算が誤っているとして、法

人税及び消費税等の各更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、被

控訴人を相手に、これらの処分（ただし、裁決により一部が取り消されたものは、その取消

し後のもの。）の取消しを求める事案である。 

    原審は、上記消費税等の更正処分（本件消費税等更正処分）のうち、納付すべき消費税額マ

イナス１２２３万１１５０円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス３０５万７

７８７円を超える部分並びに上記過少申告加算税の賦課決定処分（本件消費税等賦課決定処

分）のうち５５０万２５００円を超える部分を取り消し、その余をいずれも棄却したところ、

控訴人が控訴した。 

  ２ 関係法令等の定め、前提事実、本件各処分の根拠等並びに争点及びこれに対する当事者の主

張は、後記３に控訴人の当審における補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」

の「第２ 事案の概要」の１ないし４（原判決３頁６行目から１２頁２１行目まで、同３８

頁２行目から６３頁７行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原

判決７頁４行目の「６」の次に「、乙１１」を加える。 

  ３ 控訴人の当審における補充主張 

  （１）本件不動産の取得価額として本件落札金額のほかに本件敷金債務相当額を加算すべきか

（争点（２）） 

    ア 不動産取引における経済的実態として、譲受人が不動産取得に当たり賃貸借契約上の貸

主の地位を承継し、それに伴い敷金返還債務を承継する場合、当該敷金返還債務額を不動

産価値から差し引いて考えるべきことは、不動産取引上確立した当然の商慣習であり、本

件建物の「購入のために要した費用」（法人税法施行令５４条１項１号）に該当すること

は明白である。 

    イ 法人税法２２条３項は、各事業年度の所得金額の計算上、「損金」に算入すべき金額に

ついて規定するものであり、特に、同項２号の当該事業年度の販売費、一般管理費その他

の費用について、「償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定」したも

のに限定して、いわゆる債務確定主義の適用を受けることを示すものにすぎない。 

      そうすると、債務確定主義は、飽くまで、販売費、一般管理費等の費用（損金）に関す

る原理であって、減価償却資産の取得価額の一部である「購入のために要した費用」に関

し、債務確定主義が適用されると解する余地はない。 

    ウ 減価償却資産に係る取得価額が取得時に係る事業年度の終了の日までに確定しているこ

とが必要であるとしても、①物件の明渡時点で賃借人に債務不履行が発生しない場合、賃

貸人（譲受人）は当然に引受債務相当額全額について賃借人に対して返還することとなり、
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②物件の明渡時点で賃借人に賃料未払いや原状回復義務等の債務不履行が発生している場

合には、賃貸人（譲受人）は当該債務不履行額を敷金から控除した上で、残額について賃

借人への返還を行うことになるが、かかる敷金からの控除の実態は、賃貸人（譲受人）が

「本来受領できたはずの賃料」又は「本来負担する必要のない原状回復費用相当額分」等

を物件の明渡時点で負担し、支出しているものにほかならない。 

      そうすると、賃貸人（譲受人）は、賃借人の債務不履行の有無及び程度にかかわらず、

物件の譲受時点においては引受債務相当額（敷金）全額を費用として支出することが既に

確定しているから、引受債務相当額全額が本件不動産の「購入のために要した費用」に該

当すると解すべきである。 

  （２）本件不動産を構成する各資産の評価（争点（３）） 

     鉄筋工事・コンクリート工事・型枠工事と鉄骨工事を合わせた工事費の純工事費に占める

割合は２０％から３０％程度が一般的であるところ、乙評価書が本件建物の再調達原価を求

めるに当たって参照した建設事例においても当該割合の範囲に収まっている。地下階を含む

中高層建造物である点や建具等に高価な部材が使用されている点でも本件建物と同様である

から、乙評価書の参照した建設事例は合理的なものである。 

     また、本件建物においても、今後の賃料低下のおそれがある一方、その後の賃料上昇の可

能性も見込まれることから、乙評価書は、状況を総合的に考慮して評価日当時に実現してい

た現実の賃料を収益価格の算定基礎としたものであり、不合理とは考えられない。 

     他方、本件鑑定は、鑑定額の決定に当たり、対象不動産の類型、地域性、市場参加者の属

性等を総合的に勘案して収益価格を標準とし、積算価格を参考にとどめるとしながらも、土

地、建物及び内部造作の構成割合を判定するに当たっては原価法を用いているが、その合理

的な理由は何ら示されておらず、本件鑑定によると、土地の収益力が建物の収益力の４．５

倍に及ぶことになるが、このような収益力評価はアンバランスにすぎる。また、本件鑑定が

本件建物の再調達原価を算出するに当たって参考とした本件建物の類似不動産は、繁華性、

収益性の点で本件建物の所在地とはその地理的特性が大きく異なっている。 

     したがって、本件鑑定に依拠するのではなく、乙評価書に基づいて本件不動産を評価し本

件落札金額の按分を行うべきである。 

  （３）本件ディスプレイ設備の評価（争点（３）） 

     本件ディスプレイ設備については、設置時の見積書のみならず実際の工事代金を示す資料

が明確に存在しているところ、このように競落時点からさほど遠くない新築時点の実際の工

事価格が明確になっている状況においては、かかる工事価格（又はこれに類似する見積価格）

に基づいて時価を算出することが合理的であり、当該価格を基に定額法に準ずる方法により

未償却残高を算出すべきであるから、本件ディスプレイ設備の評価額は３３５９万１６６７

円と算出されるべきである。 

  （４）本件内部造作の評価（争点（４）） 

    ア 本件見積書を作成した丁は、平成１８年当時の単価を用いて本件内部造作の積算をした

旨を述べているから、これを前提とした時点修正が行われるべきである。 

    イ 本件内部造作は、都内有数の繁華街「●●」の高級クラブにおける内装設備で一般の飲

食店の内部造作と比して著しく高額であるところ、少なくとも３７５９万９０００円と評

価されるべきである。 
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 第３ 当裁判所の判断 

  １ 当裁判所も本件消費税等更正処分のうち、納付すべき消費税額マイナス１２２３万１１５０

円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス３０５万７７８７円を超える部分並び

に本件消費税等賦課決定処分のうち５５０万２５００円を超える部分を取り消し、その余を

いずれも棄却するのが相当と判断する。 

    その理由は、以下のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第３ 当裁判所

の判断」の１ないし６（原判決１３頁５行目から３２頁１９行目まで）に記載のとおりであ

るから、これを引用する。 

  （１）原判決２０頁２４行目の「法人税法施行令５４条１項１号」から２１頁２行目までを削る。 

  （２）同２１頁６行目の「費用」」の次に「（法人税法施行令５４条１項１号）」を加える。 

  （３）同２１頁７行目から１４行目を次のとおり改める。 

「（２）減価償却資産とは、固定資産のうち使用又は時間の経過によって価値の減少するもの

をいうところ（法人税法施行令１３条柱書参照）、このような減価償却資産は、企業にお

いて長期間にわたって収益を生み出す源泉となるものであるから、その取得に要した金

額は、将来の収益に対する費用の一括前払の性質を有しており、費用収益対応の原則か

ら、取得の年度に一括して費用に計上するのではなく、使用又は時間の経過による減価

に応じて徐々に費用化すべきこととなる。そして、減価償却資産の取得価額は、償却費

の計算の基礎となるものであるところ（同施行令４８条、４８条の２参照）、同施行令５

４条１項１号は、購入した減価償却資産の取得価額について、当該資産の購入の代価

（引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要

した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額）及び当該資産を事業の用に供

するために直接要した費用の額の合計額とする旨を定めている（関係法令等（５））。こ

の「購入のために要した費用」に該当するか否かについては、「購入の代価」としての性

質を有するものである必要があるほか、当該資産の耐用年数にわたって徐々に費用とし

て計上するという減価償却費の性質上、その費用化の前提となる当該資産の取得価額が、

取得時に係る事業年度の終了の日までに確定的に算定されている必要がある。そのため、

取得時に係る事業年度の終了の日までに支出されない将来の費用について「購入のため

に要した費用」に該当するといえるためには、その額が同日までに確定的に算定可能で

なければならない。」 

  （４）同２７頁１７行目及び２３行目の「固定資産税評価額」の次に「相当額」を加える。 

  ２ 控訴人の当審における補充主張について 

  （１）ア 控訴人は、不動産取引における経済的実態として、譲受人が不動産取得にあたり賃貸

借契約上の貸主の地位を承継し、それに伴い敷金返還債務を承継する場合、当該敷金返

還債務額を不動産価値から差し引いて考えるべきことは、不動産取引上確立した当然の

商慣習であり、本件建物の「購入のために要した費用」に当たると主張する。 

       確かに、承継した敷金返還債務に係る敷金債務相当額については、不動産取引におけ

る経済的実態として、取引価格から控除されることが多く、代金のいわば一部後払いの

一面があることは否定できないが、敷金返還債務は飽くまでも賃貸借終了後賃借人が目

的物を返還した時に発生するものであり、その時点で賃料の滞納・原状回復費用の未払

いなどがあれば、これを差し引くことができるのであって、それまでは具体的な給付額
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が確定していないものである。 

       しかし、減価償却資産の取得価額は、法人税法３１条及び法人税法施行令４８条、４

８条の２に基づいて計算される各年度分の償却費の計算の基礎となるものであるから、

当該取得時に係る事業年度の終了の日までに確定していない費用を取得価額に含めるこ

とはできないというべきである。 

     イ 控訴人は、法人税法２２条３項２号において、償却費が除外されていることを根拠と

して、減価償却資産の取得価額の把握において、債務確定主義は適用されない旨主張す

る。 

       しかし、同号は、専ら販売費、一般管理費を念頭において、これらの費用が収益と直

接的な因果関係がないことから、恣意的な損金算入を避けるため、事業年度終了の日ま

でに債務の確定したものに限定しているところ、償却費については、上記アのとおり、

法令によって償却の方法が明確に定められているため、同号において除外されたものと

解される。 

       もっとも、そうであっても、上記アのとおり、減価償却資産の取得価額については、

各年度分の償却費を計算する際の基礎となるべきものであるから、当該取得時に係る事

業年度の終了の日までに確定している必要があり、同号はこのような解釈を否定するも

のではないというべきである。 

     ウ 控訴人は、賃借人の未払賃料や原状回復費用等の債務不履行額を敷金から控除して残

額を賃借人に返還することの実態は、「本来受領できたはずの賃料」又は「本来負担す

る必要のない原状回復費用相当額分」等を物件の明渡時点で賃貸人（譲受人）が負担し、

支出しているものにほかならず、物件の譲受時点で引受債務相当額（敷金）全額を費用

として支出することは既に確定しているから、引受債務相当額全額が本件建物の「購入

のために要した費用」に該当すると解すべきであると主張する。 

       確かに、物件の明渡時において、賃借人に賃料の未払いなどがあった場合、敷金返還

債務はその限度で減額されるものの、本来受領できたはずの賃料が得られなくなるため、

経済的に見れば、賃貸人（譲受人）の負担額は変わりないともいえるが、賃借人の未払

賃料等の債務不履行額については、これを控除して賃借人に返還することになる敷金返

還額とともに、その時点における損金として処理されるべき問題であり、減価償却資産

の取得価額に含めることはできないというべきである。 

  （２）控訴人は、本件鑑定に依拠するのではなく、乙評価書に基づいて本件不動産を評価し本件

落札金額の按分を行うべきであるとして、るる主張する。 

     しかし、証拠（乙３７、３８）によれば、建物とその敷地を鑑定する場合、土地及び建物

一体としての収益を算定する手法として収益還元法を採用しつつ、土地と建物の各評価額に

ついては、原価法による積算価格を用いて判断することも、不動産鑑定の一つの在り方とし

て実践されていることが認められ、本件鑑定もこの手法を採用したものであって不合理とは

いえない。また、前記認定事実によれば、本件鑑定は、本件土地の評価額が本件建物の約４．

５倍になると結論付けるものであるが、その積算価格の算定過程に不合理な点は認められず、

本件競売評価書においても、本件土地の積算価格が本件建物の約４．３倍と評価しているの

であるから、本件鑑定における本件土地と本件建物の収益力評価がアンバランスにすぎると

いうことはない。また、本件鑑定が本件建物の再調達原価を算出するに当たって参考とした
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本件不動産の類似不動産も、本件建物と同様に港区の周辺区内にあり、都内有数の繁華街に

所在する物件であるから、繁華性、収益性の点で地理的特性が大きく異なっているとまでは

認められない。 

     これに対し、乙評価書において本件建物等の積算価格の基礎とされた再調達原価は１㎡当

たり４９万２０００円であって、これは、本件鑑定における再調達原価（１㎡当たり２３万

円）の２倍を超え、本件建物等の実際の工事価格（時点修正後の価格は１㎡当たり約２２万

円）とも大きくかい離しており、また、乙評価書の参照した建設事例につき合理的な説明が

されたといえないこと及び乙評価書において現行賃料に基づいて賃料収入を算定したことが

当時の市場動向を十分に考慮せずにされたものといわざるを得ないことは、補正して引用す

る原判決２５頁２３行目から２６頁１４行目までに説示するとおりである。 

  （３）控訴人は、本件ディスプレイ設備については、設置時の見積書のみならず実際の工事代金

を示す資料が明確に存在しており、同資料に基づく工事価格を基に定額法に準ずる方法によ

り未償却残高を算出すべきところ、その評価額は３３５９万１６６７円と算出されるべきで

あると主張する。 

     しかし、証拠（乙１５）及び弁論の全趣旨によれば、Ｇ社が本件ディスプレイ設備を取得

した時期は、本件建物の新築時である平成１８年であり、その取得価額は６５７３万円（消

費税を含む。）であること、これを前提として、本件ディスプレイ設備について、本件土地

及び本件家屋対象資産の固定資産税評価額の評価時点である平成２３年１月１日時点に合わ

せて償却資産に係る固定資産税評価額に相当する額を固定資産評価基準に従った耐用年数、

減価率及び計算方法を用いて算出すると２３４３万３５５２円となること、更にこれを前提

として、同年６月１日時点における本件ディスプレイ設備の固定資産税評価額相当額を同基

準に基づき算出すると２１４２万２１７３円となることが認められる。 

     そして、固定資産評価基準の定める評価方法が、適正な時価を算定する方法として一般的

な合理性を有するものであることを考慮すると、同日時点における本件ディスプレイ設備の

時価は同額と評価するのが相当である。これに対し、控訴人は、上記のとおり、定額法に準

ずる方法により未償却残高を算出すべきであると主張するが、そもそも、控訴人は、減価償

却資産の償却方法につき、定率法による旨市川税務署に届けているのであるから（乙１７）、

償却資産に該当する本件ディスプレイ設備の時価を算出する際に定額法を採用することに合

理性は認められないというべきである。 

  （４）ア 控訴人は、本件見積書（甲４４）を作成した丁が平成１８年当時の単価を用いて本件

内部造作の積算をした旨を述べているから、これを前提とした時点修正が行われるべき

であると主張するところ、丁作成の「確認書」（甲５９）にはこれに沿う記述部分があ

る。 

       しかし、本件見積書（甲４４）には、平成１８年当時の見積りを破棄したと記載され

ているところ、丁が当時の見積額を再現した際に使用した資料が提出されておらず、

「確認書」（甲５９）の上記記述部分を採用することはできない。 

     イ 控訴人は、本件内部造作について、少なくとも３７５９万９０００円と評価されるべ

きであると主張し、証拠（甲５８）によれば、控訴人が依頼した株式会社Ｐは、本件内

部造作の平成２３年６月１日時点の価格を同額と評価する旨の意見書を提出しているこ

とが認められる。 
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       しかし、証拠（甲５８）によれば、同社は、本件見積書が平成１８年当時の単価を用

いて積算されたことを前提として本件内部造作の評価をしていることが認められるから、

上記アに照らし、同証拠を採用することはできない。そして、補正して引用する原判決

１５頁７行目から１３行目までのとおり、内部造作の譲渡は無償でされることが多く、

有償の場合でも、５０万円から１００万円程度での譲渡が主流であり、相当に手をかけ

た内装であったとしても、数百万円以上で譲渡されることは稀であるとされていること

に鑑みると、補正して引用する原判決１８頁２５行目から１９頁７行目までのとおり、

本件内部造作の積算価格は、本件見積書に記載された見積額（１億２５００万円）を基

礎として、時点修正の上９０％減価した１０５０万円が相当というべきである。 

  （５）したがって、控訴人の主張はいずれも採用することができない。 

  ３ 以上によれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし

て、主文のとおり判決する。 
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